
（平成２４年４月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

岡山厚生年金 事案 1599 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ局（現在は、Ｃ社）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 39 年８月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から同年８月１日まで 

Ａ事業所に昭和 39 年３月に就職し、平成 17 年６月まで継続して勤務し

たにもかかわらず、臨時雇用員として勤務した昭和 39 年４月から同年５月

末までの期間及び試用員として勤務した同年６月から同年７月末までの期

間については厚生年金保険に未加入となっていることに納得できないので、

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社が保管する人事記録及び複数の同僚の証言から、申立人が申立期間に

おいて申立てに係る事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

しかも、就職、研修期間、配属及び正職員登用の時期が申立人と同時であ

り、その間申立人と同じ業務に就いていた旨を証言している同僚二人の被保

険者資格は、いずれも申立期間について継続していることがオンライン記録

から確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認められる。 

また、申立人に係る申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る健

康保険厚生年金保険被保険者原票の資格取得時（昭和 39 年３月）の記録から、

5,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、Ａ事業所に係る清算事業を承継したＤ事業所は

不明と回答しており、これを推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな



                      

  

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを推認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

  



                      

  

岡山厚生年金 事案 1600 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 11 年４月１日から同年 10 月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人のＡ社におけ

る当該期間の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂正することが必要である。 

次に、申立期間のうち、平成 15 年９月１日から 16 年１月１日までの期間

及び同年２月１日から同年 10 月１日までの期間について、申立人は、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における当該期間の標準報酬

月額に係る記録を 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年４月１日から 18年９月 10日まで          

Ａ社の全ての被保険者期間について、実際に支給された給与と比べ著し

く低い標準報酬月額となっているので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

１ オンライン記録によると、申立期間のうち、平成 11 年４月１日から同年

10 月１日までの期間に係る申立人の標準報酬月額については、当初、26 万

円として記録されていたが、同年８月 11 日付けで、同年４月１日に遡って

18 万円に引き下げられていることが確認でき、申立人のほか４人の従業員

についても同様の遡及訂正処理が行われていることが確認できる。 

また、申立人が居住していた市が保管する課税台帳から、申立てに係る

事業所が申立人に支給した当該期間に係る報酬月額は遡及訂正後のオンラ

イン記録を大幅に上回ることが認められる。 

さらに、申立てに係る事業所の滞納処分票から、同事業所が当該期間当

時、社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

加えて、申立人の上司及び同僚は、申立人はＢの担当者であり、給与計

算、社会保険事務には関与していない旨証言している。 



                      

  

  これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が平成11年８月11日付け

で行った遡及訂正処理は、事実に即したものとは考え難い上、合理的な理

由はなく、有効な記録訂正であるとは認められない。 

このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の平成

11年４月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額については、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た26万円に訂正することが必要である。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成11年10

月１日）による標準報酬月額は18万円と記録されているところ、当該処理

については、遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当た

らず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

２ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、

記録の訂正等を行う場合は、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

 したがって、申立期間のうち、平成 15 年９月１日から 16 年１月１日ま

での期間及び同年２月１日から同年 10 月１日までの期間に係る標準報酬月

額については、申立てに係る事業所の委託先であった税理士法人が保管す

る源泉徴収簿において推認できる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額

が報酬月額に見合う標準報酬月額より低額又は同額となっており、かつ、

いずれもオンライン記録上の標準報酬月額（16 万円）を上回っていること

から、18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、日本年金機構が保管する平成 16

年度定時決定に係る届出書からオンライン記録どおりの届出がなされたこ

とが確認できる上、源泉徴収簿において推認できる報酬月額及び厚生年金

保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所が記録している標準

報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は源泉徴収簿

から推認できる保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、これを履行していないと認

められる。 

３ 申立期間のうち、平成 11年 10月１日から 15年１月１日までの期間に係

る標準報酬月額の記録については、申立人は、給与明細書等を所持してお

らず、また、事業主及び上記税理士法人は、この期間に係る賃金に関する

書類等を保管していない旨を回答しているため、申立人の当該期間に係る

報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認できない。 

しかも、平成 15年１月１日から同年９月１日までの期間及び 16 年 10月

１日から 17 年３月１日までの期間に係る標準報酬月額の記録については、

上記税理士法人が保管する源泉徴収簿から推認できる厚生年金保険料控除



                      

  

額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録と一致する。 

さらに、平成 16 年１月１日から同年２月１日までの期間に係る標準報酬

月額の記録については、上記税理士法人が保管する源泉徴収簿から推認で

きる報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録を下回る。 

加えて、平成 17年３月１日から 18年９月 10日までの期間に係る標準報

酬月額の記録については、申立人は、給与明細書等を所持しておらず、ま

た、事業主は、賃金台帳等を保管していない上、上記税理士法人が保管す

る源泉徴収簿からは、申立人の当該期間に係る報酬月額及び厚生年金保険

料控除額を推認できない。 

このほか、平成 11 年 10 月１日から 15 年９月１日までの期間、16 年１

月１日から同年２月１日までの期間及び同年 10月１日から 18年９月 10日

までの期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料が給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



                      

  

岡山厚生年金 事案 1601 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係

る記録を昭和50年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を20万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、事業主は、Ａ社における申立人に係る厚生年金保険被保険者資格を

昭和57年７月１日に喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行っ

たと認められることから、申立期間②について厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る記録をその旨訂正し、当該期間の標準報酬月額を38万円とする

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和50年３月31日から同年４月１日まで 

             ② 昭和57年６月30日から同年７月１日まで 

    昭和26年９月26日にＡ社へ入社して以降、57年６月30日に退職するまで

継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険の被保険

者記録が無いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の記録及びＡ社の回答から、申立人は申立期間①について、同

社Ｂ工場に継続して勤務し（昭和 50 年４月１日にＡ社Ｂ工場から同社本

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場に係

る社会保険事務所の記録（昭和50年２月の標準報酬月額）から、20万円と

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格

喪失日を昭和 50 年４月１日として届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録するとは考え難いことから、事



                      

  

業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主はこれを履行し

ていないと認められる。 

２ 雇用保険の記録及びＡ社の回答から、申立期間②について、申立人が同

事業所に昭和57年６月30日まで継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格

喪失確認通知書（写）における、申立人の申立期間に係る資格喪失日が昭

和57年７月１日（昭和57年６月30日退職）と記載されていることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、Ａ社における申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格を昭和57年７月１日に喪失した旨の届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、当初、事業主が社会保険

事務所に届け出たとおり、38万円とすることが妥当である。 

  



                      

  

岡山厚生年金 事案 1602 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 59 年 10 月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年９月 30日から同年 10月１日まで 

Ａ社及び関連会社のＣ社（現在は、Ｄ社）に、昭和 57 年から平成３年ま

で継続して勤めたが、昭和 59年９月 30日から同年 10月１日までの期間に

ついて厚生年金保険に未加入となっている。 

途中に退職したことはなく、上記期間についても厚生年金保険料を控除

されていたと思うので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社及びＤ社の回答並びに申立人の雇用保険被保険者記録から、申立人は

申立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 59 年 10 月１日にＡ社からＣ

社に異動）、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立人に係る申立期間の標準報酬月額については、オンライン記録

（昭和 59年８月の標準報酬月額）から、18万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失

日を昭和 59 年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年９月 30 日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年９月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主はこれを履行していない

と認められる。 



岡山厚生年金 事案 1603 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26年７月４日から 28年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 24 年３月１日から 35 年７月１日まで継続

して勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間

となっている。所持する厚生年金保険被保険者証にも、はじめて資格を取

得した日が 27 年８月２日と記載されており、少なくとも同日以降は厚生年

金保険の被保険者期間であったはずで、未加入期間となっているのは納得

できないので年金記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求め      

て行ったものである。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する厚生年金保険被保険者証（昭和 35 年 11 月 22 日に再交付

されたもの）には被保険者台帳の記号番号が「＊」、「はじめて資格を取得

した日」が昭和 27 年８月２日と記載されているところ、厚生年金保険手帳

記号番号払出簿から、当該番号は 24 年２月頃別人に払い出されていること

が確認でき、事務処理に誤りがみられる。 

しかしながら、Ｂ社は、当時の資料が無く申立人の申立期間における勤務

実態は不明である旨回答している。 

また、申立人は、申立期間の前後の期間について、Ａ社Ｃ支店における厚

生年金保険被保険者記録が確認できるが、申立期間に被保険者記録のある同

支店の元従業員 14 人に照会したところ、回答のあった 12 人はいずれも申立

人を記憶しておらず、申立人の勤務実態（勤務期間、勤務内容等）について

の証言を得ることができない。 

さらに、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、厚生

年金保険被保険者証に記載される「はじめて資格を取得した日」（昭和 27

年８月２日）を含む昭和 27 年８月１日から同年９月１日までの期間につい

て、申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

加えて、申立人は既に死亡しており、申立期間の勤務状況を聴取すること



ができない上、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が控除されていたこ

とをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



岡山厚生年金 事案 1604 
 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  
 
  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年５月 28日から 54年５月まで 

    昭和 44年 12 月１日から 54年５月まではＡ社に勤務し、その期間は事業

主から厚生年金保険料を控除されていたはずなのに申立期間が未加入とな

っているので、年金記録を訂正してほしい。  
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所は昭和 49 年８月 18 日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっている上、オンライン記録によると、申立人と同時期に厚生年金保

険被保険者記録がある同僚８人はいずれも申立人と同じ 49 年５月 28 日に被

保険者資格を喪失しており、代表取締役のみが全喪日（昭和 49 年８月 18 日）

に被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、上記同僚のうち、残務整理を行った後に昭和 49 年９月 16 日から別

会社に勤務したとする同僚は、「申立人は自分より早く辞めた。」と証言し

ている。 

さらに、申立人は、「申立てに係る事業所が倒産した後は勤務していな

い。」と供述しているところ、同僚等の証言及び商業登記簿から、同事業所

の代表取締役は昭和 49年 11月 15日に同事業所と同一の住所にＢ社を設立し

て取締役に就任していることが確認でき、申立てに係る事業所は同月頃には

倒産していたことがうかがえる。 

加えて、申立てに係る事業所は既に解散して関係資料は保管されていない

上、当時の事業主及び役員は死亡し、申立人も給与明細書等の資料を所持し

ていないため、申立期間に係る同事業所における申立人の勤務実態や厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与から控除されて

いたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


